
地域振興部関係補助金等交付要綱 

平成 14年３月 29日 

三重県告示第 207号 

   

改正 平成 14 年９月 27 日三重県告示第

587号 

平成 15 年３月 28 日三重県告示第

206号 

  平成 15年４月１日三重県告示第 219

号 

平成 15 年５月 30 日三重県告示第

331号 

  平成 15年８月１日三重県告示第 449

号 

平成 15 年８月 29 日三重県告示第

508号 

  平成 16 年３月 31 日三重県告示第

267号 

平成 17 年３月 29 日三重県告示第

293号 

 

地域振興部関係補助金等交付要綱を次のように定めます。 

地域振興部関係補助金等交付要綱 

（補助金等の名称等） 

第第１１条条 三重県補助金等交付規則（昭和 37年三重県規則第 34号。以下「規則」という。）

第 23条の規定に基づく地域振興部関係補助金等の名称、目的、交付の対象者、交付の対象

となる事務又は事業（以下「補助事業等」という。）の内容及び補助額又は交付率は、別表

１のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

（財産処分の制限） 

第第２２条条 規則第 20条第１項ただし書並びに同項第２号及び第３号の規定により財産処分の

制限をする期間又は機械及び重要な器具並びに財産は、別表２のとおりとする。 

（証拠書類の保存） 

第第３３条条条条 地域振興部関係補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他の証

拠書類を、当該補助事業等完了後５年間保存しておかなければならない。ただし、知事が

補助金等の区分に応じ、特にその期間を指定したときは、当該指定期間によらなければな

らない。 

（添付書類等） 

第第４４条条条条 地域振興部関係補助金等の交付申請書等の提出時期及び添付書類その他補助金等

の交付について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成 14年４月１日から施行し、平成 14年度分の補助金等から適用する。 

２ 次に掲げる告示（以下「旧告示」という。）は、廃止する。 

(１) 市町村課関係補助金交付要綱（昭和 51年三重県告示第 648号） 

(２) 消防防災課関係補助金交付要綱（昭和 53年三重県告示第 362号） 

(３) 交通政策関係補助金交付要綱（平成４年三重県告示第 22号） 

(４) 情報政策課関係補助金交付要綱（平成８年三重県告示第 328号） 



(５) 中山間地域適正管理支援事業費補助金交付要綱（平成 11年三重県告示第 308号） 

(６) 地域振興課関係補助金交付要綱（平成 12年三重県告示第 489号） 

(７) 資源課関係補助金交付要綱（平成 13年三重県告示第 222号） 

３ 旧告示の規定により交付された補助金に係る財産処分の制限、証拠書類の保存その他

の条件については、なお従前の例による。 

４ この告示の施行前の旧告示に規定する補助金等についてなされた手続は、この告示に

規定する補助金等についてなされた手続とみなす。 

附 則（平成 14年９月 27日三重県告示第 587号） 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要綱の規定は、

平成 14年度分の補助金等から適用する。 

附 則（平成 15年３月 28日三重県告示第 206号） 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要綱の規定は、

平成 14年度分の補助金等から適用する。 

附 則（平成 15年４月１日三重県告示第 219号） 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要綱の規定は、

平成 15年度分の補助金等から適用する。 

附 則（平成 15年５月 30日三重県告示第 331号） 

１ この告示は、公表の日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要綱の規定

は、平成 15年度分の補助金等から適用する。 

２ 三重県離島航路整備事業補助金交付要綱（平成７年三重県告示第 119 号。以下「旧告

示」という。）は、廃止する。 

３ 旧告示の規定により交付された補助金に係る財産処分の制限、証拠書類の保存その他

の条件については、なお従前の例による。 

４ この告示の施行前に旧告示に規定する補助金についてなされた手続は、この告示に規

定する補助金についてなされた手続とみなす。 

附 則（平成 15年８月１日三重県告示第 449号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成 15年８月 29日三重県告示第 508号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成 16年３月 31日三重県告示第 267号） 

１ この告示は、平成 16年４月１日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要

綱の規定は、平成 16年度分の補助金等から適用する。 

２ 改正前の地域振興部関係補助金等交付要綱の規定により交付された補助金等に係る財

産処分の制限、証拠書類の保存その他の条件については、なお従前の例による。 

附 則（平成 17年３月 29日三重県告示第 293号） 

この告示は、平成 17年４月１日から施行し、改正後の地域振興部関係補助金等交付要綱の



規定は、平成 17年度分の補助金等から適用する。 

別表１（第１条関係） 

      

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） 区分 

補助金等の

名称 

補助金等の交付

の目的 

補助事業等の内容 補助額又は交

付率 

補助対象者 

１ 生活創造圏

づくり推進

事業費補助

金 

１ 市町村等が実施す

る生活創造圏づくりに

資する事業で先見性及

び創造性に富んだ事業 

別に定める。 

     

市町村等におけ

る生活創造圏づ

くり推進のため

の取組等への支

援を図る。 (１) 生活創造圏ビジ

ョンに基づく事業 

  

       (２) その他生活創造

圏づくりに資する事業 

  

市町村、広域

連合、一部事

務組合、広域

市町村圏等協

議会及び主と

して市町村で

構成される広

域的団体 

       ２ 過疎地域等の市町

村が実施するコミュニ

ティ機能を活性化する

ための事業 

    

       ３ 県政の運営上、市町

村が緊急に実施すべき

事業 

    

２ 生活創造圏

ビジョン推

進民間支援

事業交付金 

生活創造圏ビジ

ョンを推進する

ための地域住民

及び地域住民組

織の自主的かつ

主体的な取組へ

の支援を図る。 

地域住民及び地域住民

組織により実施される

ビジョン推進に資する

事業で、住民、企業、団

体、ＮＰＯ、県、市町村

等で構成される生活創

造圏ビジョン推進組織

が適当と認めたもの 

別に定める。 住民、企業、

団体、ＮＰＯ、

県、市町村等

で構成される

生活創造圏ビ

ジョン推進組

織 

３ 東紀州地域の活

性化を図る。 

次に掲げる事業に要す

る経費 

１／２以内 

    (１) 人材育成事業   

東紀州地域活

性化事業推進

協議会 

    (２) 交流促進事業     

  

東紀州地域

活性化推進

施策支援事

業補助金 

  (３) 産業振興事業     

      (４) その他東紀州地

域の活性化を目的とし

た事業で知事が認めた

もの 

    

４ 三重県型デ

カップリン

グ市町村総

合支援事業

費補助金 

中山間地域の公

益的機能の維持

増進を図る。 

中山間地域の公益的機

能の維持増進や雇用創

出のため、該当する市町

村が主体的に創意工夫

し創設した事業の実施

に要する経費 

別に定める。 市町村 



５ 市町村等が実施する次

に掲げる事業 

別に定める。 

  

広域行政体

制整備事業

費補助金 

地方分権時代に

適応した総合的

で効率的な広域

行政体制の整備

を支援する。 

(１) 広域で処理すべ

き又は処理したほうが

効果的な行政課題及び

その推進体制について、

調査研究する事業（市町

村調査研究事業） 

  

市町村、一部

事務組合、広

域市町村圏等

協議会及び主

として市町村

で構成される

広域的団体 

      (２) 合併協議会が実

施する市町村合併の検

討又は推進事業（合併協

議会支援事業） 

    

      (３) 広域連合が行う

介護保険事業における

介護保険財政基盤の安

定化対策（介護保険財政

基盤安定化事業） 

    

６ 電気通信格

差是正事業

費補助金 

地域間における

電気通信格差の

是正を図る。 

市町村及び第三セクタ

ー法人が行うケーブル

テレビ施設整備に要す

る経費 

別に定める。 市町村 

７ 情報通信格

差是正事業

費補助金 

地域間における

情報通信格差の

是正を図る。 

市町村が行う移動通信

用鉄塔施設整備に要す

る経費 

別に定める。 市町村 

８ 生活交通路

線維持費補

助金 

広域幹線バス路

線を維持するこ

とにより、地域住

民の交通の利便

の確保を図る。 

複数市町村にまたがり

一定の輸送量を有する

バス路線の運行欠損 

別に定める。 乗合バス事業

者 

９ 第３種生活

路線維持費

補助金 

地方バス路線を

維持することに

より、地域住民の

交通の利便の確

保を図る。 

平均乗車密度５人未満

のバス路線の運行欠損

に対して市町村が補助

するのに要する経費 

別に定める。 市町村 

10 市町村自主

運行バス等

維持費補助

金 

市町村が運営す

るバス路線等を

維持することに

より、地域住民の

交通の利便の確

保を図る。 

市町村が運営するバス

路線等の運行に要する

経費 

別に定める。 市町村 

11 鉄道軌道近

代化設備整

備費補助金 

鉄道事業の近代

化を促進し、その

経営収支及びサ

ービスの改善並

びに保安度の向

上を図る。 

別に定める近代化設備

の整備 

別に定める。 別に定める鉄

道事業者 



12 地籍調査補

助金 

国土の開発及び

保全並びに土地

利用の高度化に

資するため、国土

調査促進特別措

置法（昭和 37年

法律第 143 号）

に基づき、地籍の

明確化を図る。 

市町村等が実施する地

籍調査事業に要する経

費 

３／４以内５

／６以内 

市町村、土地

改良区、土地

改良区連合、

土地区画整理

組合、農業協

同組合、農業

協同組合連合

会、森林組合、

生 産 森 林 組

合、森林組合

連合会及び農

業委員会 

13 地籍調査促

進事業補助

金 

三重県内におけ

る地籍調査の促

進を図る。 

市町村等が実施する地

籍調査の予備調査に要

する経費 

１／２以内 市町村、土地

改良区、土地

改良区連合、

土地区画整理

組合、農業協

同組合、農業

協同組合連合

会、森林組合、

生 産 森 林 組

合、森林組合

連合会及び農

業委員会 

14 次に掲げる事業に要す

る経費 

１／２以内 市町村 

  

土地利用転

換計画策定

等補助金 

市町村の総合的

な土地利用計画

の整備及び充実

を図る。 
(１) 土地有効利用促

進基礎調査事業 

    

      (２) 土地利用転換推

進計画策定事業 

    

      (３) 土地利用調整シ

ステム総合推進事業 

    

      (４) 遊休土地利用促

進計画策定事業 

    

15 宮川流域エ

コミュージ

アム整備事

業費補助金 

宮川流域エコミ

ュージアム事業

を推進するため

にフィールドの

整備を図る。 

宮川流域の自然資産や

歴史文化資産を観察し

たり、体験したりするこ

とのできるフィールド

の整備、活用等に要する

経費 

１／２以内 宮川流域 14

市町村 

16 次に掲げる事業に要す

る経費 

別に定める。 市町村 

  

土地取引規

制等市町村

事務費交付

金 
(１) 土地取引の届出

等に関する事業 

    

    

土地取引規制の

適正かつ円滑な

実施及び遊休土

地利用の促進を

図る。 (２) 遊休土地の利用

促進に関する事業 

    



      (３) 土地取引動向調

査に関する事業 

    

      (４) 監視区域内の土

地取引届出処理及び監

視区域詳細調査に関す

る事業 

    

17 伊 勢 志 摩

「きらり」

里親支援事

業費補助金 

伊勢志摩地域の

集客産業の育成

及び発展並びに

交流の活性化を

図るため、「きら

り」を集客交流の

新たな魅力とし

て事業展開でき

るところまで育

て上げる「きら

り」の里親の活動

を支援する。 

里親が「きらり」の育成、

保全等の活動に要する

経費 

１／２以内 「きらり」の

里親として組

織する団体等 

18 紀北で体験

しよらい事

業費補助金 

紀北地域の集客

交流の促進を図

る。 

紀北地域の集客交流を

促進させるために行う、

体験メニューの充実を

目的として市町村等が

実施する事業に要する

経費 

別に定める。 市町村及び市

町村が指導す

る観光団体 

19 紀南地域滞

在促進モデ

ル事業補助

金 

紀南地域の宿泊

業者の資質向上

を行い、観光客等

の滞在促進によ

る活性化を図る。 

みえ熊野広域観光・商工

推進連絡会が行う事業

に要する経費 

１／２以内 みえ熊野広域

観光・商工推

進連絡会 

20 自治会連合

会補助金 

自治会活動の活

性化及び地域福

祉の向上を図る。 

地域住民主体の自治会

活動を支援するために

要する経費 

別に定める。 三重県自治会

連合会 

21 市町村合併

支援交付金 

合併市町村の合併後の

一体的なまちづくりの

ための事業 

別に定める。 別に定める合

併市町村 

    (１) 市町村建設計画

に基づいて実施する事

業 

    

    (２) 地域アイデンテ

ィティを高めるための

事業 

    

    

市町村合併に伴

い発生する一時

的な財政需要に

ついて合併市町

村の負担を軽減

するとともに、市

町村合併後の一

体的なまちづく

り等を支援する。 

(３) その他知事が認

める事業 

    

22 離島航路整

備事業補助

離島航路事業の

維持改善を図り、

一定の要件を備えた生

活航路についてその経

別に定める。 別に定める離

島航路事業者 



金 離島地域の振興

並びに離島住民

の生活の安定及

び向上に資する。 

営により生じた欠損 

23 三重県ネッ

トビジネス

支援事業費

補助金 

地域コンテンツ

の充実、県内情報

関連産業の支援、

企業誘致の促進

及び情報化によ

る県民の利便性

向上を図る。 

三重県が無料開放する

ネットワークを活用し

たネットビジネスの創

出に要する経費 

別に定める。 別に定める法

人等 

24 世界遺産登

録記念事業

費補助金 

東紀州地域への

集客交流を推進

し活性化を図る。 

世界遺産登録記念事業

として、熊野古道及び東

紀州地域を題材とした

演劇の全国公演事業で

知事が認めたもの 

別に定める。 別に定める。 

25 熊野古道基

盤整備補助

金 

熊野古道を活用

した集客交流を

促進し、東紀州地

域の活性化を図

る。 

熊野古道への来訪者の

受入体制の整備のため、

市町村が実施するトイ

レ、案内板等の設置に要

する経費 

１／２以内 別に定める市

町村 

26 海洋深層水

事業補助金 

海洋深層水を利

用した地場産業

のブランド化に

より、地域の活性

化を図る。 

尾鷲市が実施する海洋

深層水の取水施設等整

備及び本格取水前の取

水事業に要する経費 

１／２以内 尾鷲市 

27 中部国際空

港海上アク

セス高速船

建造事業費

補助金 

中部国際空港海

上アクセスに必

要な高速船の整

備に対し支援を

図る。 

別に定める中部国際空

港海上アクセス高速船

の整備に要する経費 

１／４以内 別に定める市 

28 幹線鉄道等

活性化事業

費補助金 

駅周辺整備等沿

線のまちづくり

事業と連携した

鉄道の高速化事

業を実施し、相乗

的な沿線地域の

活性化を図る。 

鉄道に係る高速化事業

の実施に要する経費 

別に定める。 別に定める第

３セクター 

29 紀南中核的

交流施設整

備事業支援

補助金 

紀南地域の集客

交流を促進し、地

域活性化を図る。 

県が策定する中核的交

流施設整備基本構想に

基づき、民間事業者が実

施する施設整備及び運

営計画策定等の運営体

制構築に要する経費 

９／10以内 別に定める法

人 

30 紀北紀南連

携・熊野古

熊野古道の世界

遺産登録を契機

次に掲げる事業に要す

る経費 

別に定める。 別に定める。 



  (１) 「灯り」事業     

  

に東紀州活性化

を図る。 (２) もてなしの体制

づくり事業 

    

  

道パワーア

ップ事業補

助金 

  (３) 観光資源ネット

ワーク事業 

    

      (４) 紀南地域熊野古

道活用推進事業 

    

 

別表２（第２条関係） 

    

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 区分 

名称 規則第 20 条第１項ただし

書の規定により財産処分の

制限をする期間 

規則第 20 条第１項第２号

及び第３号の規定により財

産処分の制限をする機械及

び重要な器具並びに財産 

１ 生活創造圏づくり推進事業

費補助金 

２ 東紀州地域活性化推進施策

支援事業補助金 

１件の取得価額又は効用の

増加価額が 50 万円以上の

機械及び器具 

３ 三重県型デカップリング市

町村総合支援事業費補助金 

減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和 40 年

大蔵省令第 15 号）に定め

る耐用年数に相当する期間 

  

４ 広域行政体制整備事業費補

助金 

    

５ 電気通信格差是正事業費補

助金 

  補助事業等により取得した

ケーブルテレビ施設及び設

備 

６ 情報通信格差是正事業費補

助金 

  補助事業等により取得した

移動通信用鉄塔施設及び設

備 

７ 市町村自主運行バス等維持

費補助金 

  

８ 鉄道軌道近代化設備整備費

補助金 

  

１件の取得価格又は効用の

増加価格が 50 万円以上の

機械及び器具 

９ 地籍調査補助金     

10 地籍調査促進事業補助金     

11 土地利用転換計画策定等補

助金 

    

12 宮川流域エコミュージアム

整備事業費補助金 

    

13 伊勢志摩「きらり」里親支

援事業費補助金 

14 市町村合併支援交付金 

減価償却資産の耐用年数等

に関する省令に定める耐用

年数に相当する期間 

１件の取得価額又は効用の

増加価額が 50 万円以上の

機械及び器具 



15 三重県ネットビジネス支援

事業費補助金 

    

16 海洋深層水事業補助金   補助事業等により取得した

海洋深層水取水設備 

17 中部国際空港海上アクセス

高速船建造事業費補助金 

  補助事業等により取得した

船舶 

18 幹線鉄道等活性化事業費補

助金 

  

19 紀南中核的交流施設整備事

業支援補助金 

  

１件の取得価額又は効用の

増加価額が 50 万円以上の

機械及び器具 

 

 

 


